
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
条

例

〇
行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
人　

事　

課
）　

　

一

〇
暴
力
団
の
利
益
と
な
る
公
の
施
設
の
使
用
等
の
制
限
に
関
す
る
条
例 

（
行
政
経
営
推
進
課
）　

　

一

〇
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
職
員
厚
生
課
）　

　

二

〇
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
税　

務　

課
）　

　

二

〇
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
市　
町　
村　
課
）　

　

三

〇
申
請
等
の
受
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
理
容
師
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
）　

　

四

〇
美
容
師
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

四

 
条

例

　

行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
号

　
　
　

行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

行
政
機
関
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
の
表
宮
城
県
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
中 

を

 

に
改
め
る
。

「

仙
台
市

」

「

塩
竈
市

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

暴
力
団
の
利
益
と
な
る
公
の
施
設
の
使
用
等
の
制
限
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
一
号

　
　
　

暴
力
団
の
利
益
と
な
る
公
の
施
設
の
使
用
等
の
制
限
に
関
す
る
条
例

　

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
暴
力
団
の
利
益
と
な
る
公
の
施
設
の
使
用
等
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
生
活
の
安
全

と
平
穏
の
確
保
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

暴
力
団　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条

第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。

二　

公
の
施
設　

別
表
に
掲
げ
る
公
の
施
設
を
い
う
。

三　

使
用
等　

公
の
施
設
が
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
使
用
、
都
市
公
園
法
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
占
用
及
び
県
立
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
条
例
第

二
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
、
同
表
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
使
用

及
び
県
民
会
館
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
一
号
）
第
十
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
、
そ
の
他
の
場
合
に

あ
っ
て
は
使
用
を
い
う
。

四　

使
用
等
許
可
権
者　

公
の
施
設
の
使
用
等
の
許
可
等
の
権
限
を
有
す
る
者
を
い
う
。

　

（
使
用
等
の
制
限
）

第
三
条　

公
の
施
設
の
使
用
等
を
す
る
者
は
、
暴
力
団
の
利
益
と
な
る
使
用
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２　

使
用
等
許
可
権
者
は
、
公
の
施
設
の
使
用
等
の
許
可
等
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
公

の
施
設
の
使
用
等
が
前
項
の
使
用
等
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
許
可
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３　

使
用
等
許
可
権
者
は
、
公
の
施
設
の
使
用
等
の
許
可
等
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
等
に
係
る
公
の
施
設

の
使
用
等
が
第
一
項
の
使
用
等
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
許
可
等
を
取
り
消
し
、
又
は

当
該
許
可
等
に
係
る
公
の
施
設
の
使
用
等
の
停
止
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
意
見
の
聴
取
等
）

第
四
条　

知
事
（
使
用
等
の
許
可
等
の
申
請
が
あ
っ
た
公
の
施
設
が
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

（1）　 平成21年12月22日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第65号　　 

発　　　　行

宮 城 県
( 総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)



第
百
八
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
の
委
任
を
受
け
て
教
育
委
員
会
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
権
限
を
委
任
さ
れ
た
教
育
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
が
管
理
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
教
育
委
員
会
。
以
下
同
じ
。）
は
、
公
の
施
設
の
使
用
等
の
許
可
等
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
公
の
施
設
の
使
用
等
が
暴
力
団
の
利
益
と
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
、
警
察
本
部
長
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

２　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
（
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
い
う
。
第

四
項
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
そ
の
管
理
す
る
公
の
施
設
の
使
用
等
の
許
可
等
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
知
事
に
対
し
、
当
該
申
請
に
係
る
公
の
施
設
の
使
用
等
が
暴
力
団
の
利
益
と
な
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
警
察
本
部
長
の
意
見
を
聴
く
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
公
の
施
設
の
使
用
等
が
暴
力
団
の
利

益
と
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
警
察
本
部
長
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

４　

知
事
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
本
部
長
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
内
容
を
当
該
公
の
施
設
の
指
定

管
理
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
委
任
）

第
五
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後
の
公
の
施
設
の
使
用
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

一　

県
立
都
市
公
園
条
例
に
規
定
す
る
県
立
都
市
公
園
（
都
市
公
園
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
公
園
施
設
を

除
く
。）

二　

県
民
会
館
条
例
に
規
定
す
る
県
民
会
館

三　

産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
十
七
号
）
に
規
定
す
る
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
二
号

　
　
　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
発
生
し
た
事
故
に
起
因
す
る
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
、
補

償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九

年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
で
あ
っ
て
、
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例

の
規
定
に
よ
る
補
償
に
相
当
す
る
も
の
を
受
け
る
場
合
に
は
、
当
該
者
に
は
同
条
例
の
規
定
に
よ
る
補
償
は
行
わ
な

い
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
三
号

　
　
　

産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

産
業
廃
棄
物
税
条
例
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
第
六
項
又
は
」
を
「
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
」
に
、「
地
域
保
健
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
健
所
を
設
置
す
る
市
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
長
」
を
「
廃
棄

物
処
理
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
廃
棄

物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
」
と

い
う
。）
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
指
定
都
市
の
長
等
を
含
む
。」
に
改
め
、「
含
む
。）」
の
下
に
「
又
は
廃
棄
物
処
理

法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大
臣
の
認
定
（
廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
第
七
条
の
五
に
お
い
て
準

用
す
る
廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
第
五
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

若
し
く
は
当
該
認
定
に
係
る
処
理
の
委
託
」
を
加
え
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
に
お
い
て
、」
及
び
「
と
、」
の
下
に
「
同
条
例
」
を
加
え
る
。

　

附
則
第
五
項
中
「
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日
に
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
限
り
」
に

改
め
る
。　

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
総

務
大
臣
の
同
意
を
得
た
日
か
ら
起
算
し
て
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
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後
の
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
規
定
は
、同
日
以
後
に
行
う
最
終
処
分
場
へ
の
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
四
号

　
　
　

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
六
の
二
の
項
中
「
塩
竈
市
」
の
下
に
「　

気
仙
沼
市
」
を
加
え
、
同
表
八
の
四
の
項
中
「
川
崎
町
」
の

下
に
「　

加
美
町
」
を
加
え
、
同
表
八
の
八
の
項
中
「
大
和
町
」
の
下
に
「　

加
美
町
」
を
加
え
、
同
表
八
の
九
の
項

中
「
川
崎
町
」
の
下
に
「　

加
美
町
」
を
加
え
、
同
表
十
二
の
項
イ
中
「
第
十
九
条
の
十
四
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び

第
四
項
」
を
加
え
、「
指
示
」
を
「
指
示
等
」
に
改
め
、
同
項
ハ
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
」
を

「
第
二
十
一
条
の
二
」
に
、「
受
理
等
」
を
「
受
付
等
」
に
改
め
、
同
項
ハ
を
同
項
ニ
と
し
、
同
項
ロ
中
「
第
二
十
条

第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
ロ
を
同
項
ハ
と
し
、
同
項
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

ロ　

法
第
十
九
条
の
十
四
の
二
の
規
定
に
よ
る
公
表

　

第
二
条
の
表
十
三
の
二
の
項
ハ
中
「
及
び
ロ
」
を
「
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
ハ
を
同
項
ニ
と
し
、
同
項
ロ
中

「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
と
し
、
同
項
ロ
を
同
項
ハ
と
し
、
同
項
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

　

ロ　

法
第
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
等

　

第
二
条
の
表
十
三
の
三
の
項
イ
中
「
及
び
第
三
項
（
」
を
「
、
第
三
項
（
同
条
第
六
項
並
び
に
」
に
改
め
、「
第
五

条
第
三
項
」
及
び
「
含
む
。）」
の
下
に
「
及
び
第
五
項
」
を
加
え
、
同
項
ロ
中
「
第
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第

四
項
」
を
加
え
、「
許
可
」
を
「
許
可
等
」
に
改
め
、
同
項
ハ
中
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
項
ニ
中
「
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
条
」
に
改
め
、
同
項
ホ
中
「
第
八
十
三
条
の
二
」
を
「
第
五
十
一

条
」
に
改
め
、
同
表
十
三
の
五
の
項
中
「
仙
台
市
」
の
下
に
「　

白
石
市　

登
米
市
」
を
加
え
、
同
表
十
九
の
二
の
項

中
「
気
仙
沼
市
」
の
下
に
「　

白
石
市
」
を
、「
多
賀
城
市
」
の
下
に
「　

岩
沼
市
」
を
、「
大
河
原
町
」
の
下
に
「　

村
田
町
」
を
加
え
、「
山
元
町
」
を
「
亘
理
町　

山
元
町　

松
島
町　

七
　ケ
 

浜
町
」
に
改
め
、「
色
麻
町
」
の
下
に
「　

加
美
町
」
を
加
え
、
同
表
二
十
一
の
二
の
項
中
「
蔵
王
町
」
を
「
角
田
市　

岩
沼
市　

登
米
市　

東
松
島
市　

蔵
王
町

　

大
河
原
町
」
に
改
め
、
同
表
二
十
二
の
項
ハ
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
二

十
七
の
四
の
項
中
「
気
仙
沼
市
」
の
下
に
「　

白
石
市
」
を
加
え
、「
大
河
原
町
」
を
「
蔵
王
町　

大
河
原
町　

村
田

町　

柴
田
町　

川
崎
町
」
に
改
め
、「
松
島
町
」
の
下
に
「　

七
　ケ
 

浜
町
」
を
、「
大
衡
村
」
の
下
に
「　

加
美
町
」
を
、

「
女
川
町
」
の
下
に
「　

南
三
陸
町
」
を
加
え
、
同
表
二
十
八
の
項
ハ
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表

三
十
の
三
の
項
中
「
大
和
町
」
の
下
に
「　

南
三
陸
町
」
を
加
え
、
同
表
三
十
の
四
の
項
及
び
三
十
の
五
の
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

　

第
二
条
の
表
三
十
三
の
項
中
「
栗
原
市
」
の
下
に
「　

東
松
島
市
」
を
加
え
、
同
表
四
十
五
の
二
の
項
中
「
岩
沼
市
」

の
下
に
「　

登
米
市　

栗
原
市　

東
松
島
市
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
表
十
二
の
項
、
二
十
二
の
項
及

び
二
十
八
の
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
同
表
十
三
の
二
の
項
及
び
十
三
の
三
の
項
の

改
正
規
定
は
公
布
の
日
又
は
農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
の

日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
同
じ
。）
の
施
行
の
際
改
正
後

の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
、
条
例
若
し
く

は
規
則
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
行
っ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を

有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
前
に
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対

し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
長
が
管
理
し
、

及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
に
対
す
る
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
令
等
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
市
町
村
の
長
の
行
っ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
市
町
村
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の

行
為
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

申
請
等
の
受
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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三
十
の
四　

国
土
利
用
計
画
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）
に

基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

　

イ　

法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
等

　

ロ　

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

　

ハ　

法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
助
言

　

ニ　

法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
等

　

ホ　

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

へ　

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
（
遊
休
土
地
に
係
る

措
置
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）

三
十
の
五　

削
除

塩
竈
市　

気
仙
沼
市　

白

石
市　

角
田
市　

多
賀
城

市　

岩
沼
市　

登
米
市　

栗
原
市　

東
松
島
市　

大

崎
市　

蔵
王
町　

七
　ケ
 

宿

町　

大
河
原
町　

村
田
町

　

柴
田
町　

川
崎
町　

丸

森
町　

亘
理
町　

山
元
町

　

松
島
町　

七
　ケ
 

浜
町　

利
府
町　

大
和
町　

富
谷

町　

色
麻
町　

加
美
町　

涌
谷
町　

美
里
町　

女
川

町　

南
三
陸
町



　
　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
五
号

　
　
　

申
請
等
の
受
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

申
請
等
の
受
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
の
表
七
の
項
ニ
中
「
第
一
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
十
五
の
項
中
「
岩

沼
市
」
の
下
に
「　

登
米
市　

栗
原
市　

東
松
島
市
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
表
七
の
項
ニ
の
改
正
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

理
容
師
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
六
号

　
　
　

理
容
師
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

理
容
師
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
四
号
中
「
場
所
」
の
下
に
「（
以
下
「
作
業
所
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七　

洗
髪
の
た
め
の
洗
い
場
を
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
椅
子
五
脚
以
上
の
と
き
は
、
当
該
洗
髪
の
た

め
の
洗
い
場
を
作
業
所
に
設
け
る
こ
と
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
届
出
を

し
た
理
容
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
開
設
す
る
理
容
所
の
構
造
設
備
の
変
更
を
す
る
ま
で
の
間
は
、
改
正
後

の
理
容
師
法
施
行
条
例
第
四
条
第
七
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

美
容
師
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
七
号

　
　
　

美
容
師
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

美
容
師
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
四
号
中
「
場
所
」
の
下
に
「（
以
下
「
作
業
所
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七　

洗
髪
の
た
め
の
洗
い
場
を
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
椅
子
五
脚
以
上
の
と
き
は
、
当
該
洗
髪
の
た

め
の
洗
い
場
を
作
業
所
に
設
け
る
こ
と
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
届
出
を
し

た
美
容
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
開
設
す
る
美
容
所
の
構
造
設
備
の
変
更
を
す
る
ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の

美
容
師
法
施
行
条
例
第
四
条
第
七
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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